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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像撮像装置で取得される被検体のリファレンス3次元ボリュームデータを記憶する記
憶部と、
　前記被検体の体腔内に挿入されラジアル方向に超音波走査可能な超音波探触子と、
　該超音波探触子からの反射エコー信号に基づいて超音波断層像を生成する超音波画像生
成部と、
　前記超音波探触子に取り付けられたセンサに基づき超音波探触子の位置及び姿勢を検出
する位置検出器と、
　該位置検出器の出力に基づき前記記憶部のリファレンス3次元ボリュームデータから前
記ラジアル方向に直交する断層面の断層像を生成するとともに、該断層像上に超音波走査
位置を示す走査位置マークを生成する画像生成部と、
　前記超音波断層像と前記断層像と前記走査位置マークとを表示する表示部と、を備えた
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記画像生成部は、前記位置検出器の出力に基づき前記記憶部のリファレンス3次元ボ
リュームデータから前記断層面の断層像を生成するとともに該断層像上に超音波走査位置
を示す走査位置マークを重ねた第1のリファレンス断層像を生成する請求項1に記載の超音
波診断装置。
【請求項３】
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　前記画像生成部は、前記位置検出器の出力に基づき前記記憶部のリファレンス3次元ボ
リュームデータから前記超音波断層像と同一断層面の第2のリファレンス断層像を生成し
、前記表示部は、前記超音波断層像、前記第1のリファレンス断層像、及び前記第2のリフ
ァレンス断層像を表示する請求項2に記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記超音波探触子は、前記ラジアル方向に直交する方向にも超音波走査するバイプレー
ン超音波探触子であり、前記表示部は、前記ラジアル方向の超音波断層像、前記ラジアル
方向に直交する方向の超音波断層像、前記第1のリファレンス断層像、及び前記第2のリフ
ァレンス断層像を表示する請求項3の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記画像生成部は、被検体のリファレンス3次元ボリュームデータに基づいて3次元ボデ
ィマークを生成するとともに、該3次元ボディマークを前記位置検出器の出力に基づいて
前記超音波探触子の進行方向に平行な断層面で切断し、切断した一方の3次元ボディマー
ク上に超音波走査位置を示す走査位置マークを重ねて一方のハーフボディマークを生成す
る請求項1の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記画像生成部は、一方の3次元ボディマークと対をなす他方の3次元ボディマーク上に
超音波走査位置を示す走査位置マークを重ねて他方のハーフボディマークを生成し、前記
表示部は、前記超音波断層像、一方のハーフボディマーク、及び他方のハーフボディマー
クを表示する請求項5の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記画像生成部は、前記被検体のリファレンス3次元ボリュームデータに基づいて3次元
ボディマークを生成するとともに、該3次元ボディマークを前記位置検出器の出力に基づ
いて前記超音波探触子の進行方向に平行な断層面で切断し、切断した一方の3次元ボディ
マーク上に超音波走査位置を示す走査位置マークを重ねて一方のハーフボディマークを生
成し、前記表示部は、前記一方のハーフボディマークを表示する請求項5の超音波診断装
置。
【請求項８】
　前記画像生成部は、前記位置検出器の出力に基づき前記記憶部のリファレンス3次元ボ
リュームデータから前記超音波断層像と同一断層面の第2のリファレンス断層像を生成し
、前記表示部は、前記一方のハーフボディマーク、及び前記第2のリファレンス断層像を
表示する請求項7の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記画像生成部は、前記一方の3次元ボディマークと対をなす他方の3次元ボディマーク
上に超音波走査位置を示す走査位置マークを重ねて他方のハーフボディマークを生成し、
前記表示部は、前記超音波断層像、前記位置検出器の出力に基づき前記記憶部のリファレ
ンス3次元ボリュームデータから前記断層面の断層像を生成するとともに該断層像上に超
音波走査位置を示す走査位置マークを重ねた第1のリファレンス断層像、前記一方のハー
フボディマーク、及び前記他方のハーフボディマークを表示する請求項7の超音波診断装
置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波診断装置とその探触子操作ガイド表示方法に係り、特に、被検体の体
腔内に超音波探触子を挿入して体腔内で超音波走査を行なう超音波診断装置とその探触子
操作ガイド表示方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波診断装置による診断は、医師等の術者が超音波探触子で診断部位を走査すること
によって、容易かつ無侵襲でリアルタイムに診断部位の断層像が得られるという利点があ
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る。その一方で、超音波断層像は、磁気共鳴撮像装置(以下、MRI装置という。)やX線コン
ピュータ断層装置(以下、X線CT装置という。)で得られる断層像よりも被検体の全身から
の形態的情報として見え難い。
【０００３】
　そこで、超音波断層像だけではなく、MRI装置で撮像した画像(以下、MRI画像という。)
、X線CT装置で撮像した画像(以下、CT画像という。)、超音波診断装置で前もって被検体
の患部を撮像した複数枚からなる超音波画像(以下、US3Dボリュームデータという。)等を
併せて表示させ、これらの画像を対比しながら総合的な診断を行いたいという要請がある
。
【０００４】
　このため、例えば特許文献1に記載されているように、超音波探触子の側面に貼り付け
たセンサに基づいて探触子の位置及び姿勢を検出することにより、超音波画像と同一断面
の画像を予め撮像されたMRI画像やCT画像のボリュームデータから再構成することが知ら
れている。これにより、超音波画像だけでなく、これと同一断層面のMRI画像やCT画像を
同期させてモニタに表示することができ、両画像の対応関係をリアルタイムに把握しなが
ら診断を行うことができるとされている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】国際公開WO2004/098414号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、例えば超音波内視鏡のように、被検体の体腔内(例えば消化管領域等)に探触
子を挿入して体腔内で超音波走査を行なうことが知られている。この場合、術者は体腔内
の探触子位置を視認できないため、超音波走査により得られた超音波断層像が被検体内の
どの位置で撮像されたものであるかを認識するのに困難が伴う場合がある。
【０００７】
　この点、特許文献1では、MRI画像やCT画像のボリュームデータから被検体の3Dボディマ
ークを生成し、3Dボディマークと超音波スキャン面とを対応づけて表示することにより、
両者の位置関係の把握を容易にさせることが記載されている。
【０００８】
　しかしながら、特許文献1の技術は、被検体内の超音波走査位置を示すのみであって、
超音波走査位置に加えて超音波断層像からは得られない多面的な情報を術者に提供して診
断能を向上させることには配慮されていない。
本発明は、被検体の体腔内に探触子を挿入して体腔内から超音波走査を行なう際に、被検
体内の超音波走査位置及び超音波断層像からは得られない多面的な情報を術者に提供して
診断能を向上させることを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決する本発明の超音波診断装置は、画像撮像装置で取得される被検体のリ
ファレンス3次元ボリュームデータを記憶する記憶部と、前記被検体の体腔内に挿入され
ラジアル方向に超音波走査可能な超音波探触子と、該超音波探触子からの反射エコー信号
に基づいて超音波断層像を生成する超音波画像生成部と、前記超音波探触子に取り付けら
れたセンサに基づき超音波探触子の位置及び姿勢を検出する位置検出器と、該位置検出器
の出力に基づき前記記憶部のリファレンス3次元ボリュームデータから前記ラジアル方向
に直交する断層面の断層像を生成するとともに、該断層像上に走査位置マークを生成する
画像生成部と、前記超音波断層像と前記断層像と前記走査位置マークとを表示する表示部
と、を備えて構成される。
【００１０】
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　また、本発明の超音波診断装置の動作方法は、記憶部が画像撮像装置で取得される被検
体のリファレンス3次元ボリュームデータを記憶する工程と、超音波画像生成部が前記被
検体の体腔内に挿入されラジアル方向に超音波走査可能な超音波探触子からの反射エコー
信号に基づいて超音波断層像を生成する工程と、位置検出器が前記超音波探触子に取り付
けられたセンサに基づき超音波探触子の位置及び姿勢を検出する工程と、画像生成部が該
位置検出器の出力に基づき前記記憶部のリファレンス3次元ボリュームデータから前記ラ
ジアル方向に直交する断層面の断層像を生成するとともに、該断層像上に超音波走査位置
を示す走査位置マークを生成する工程と、表示部が前記超音波断層像と前記断層像と前記
走査位置マークとを表示する工程と、を含んで構成される。
【００１１】
　すなわち、走査位置マークは、例えばMRI画像やCT画像などのリファレンス3次元ボリュ
ームデータから探触子の進行方向を含むように平行する断層面の画像データを抽出して形
成される画像であり、かつ超音波走査位置(超音波送受信方向)を示すマークが重ねられた
画像である。したがって、これを超音波断層像とともに表示することにより、術者は超音
波断層像が撮像されている被検体内の位置を把握することができる。また、走査位置マー
クはリファレンス3次元ボリュームデータから切り出した断層面の画像であるため、例え
ば観察したい腫瘍などの有用な情報を超音波断層像とは異なる角度から術者に提供するこ
とができ診断能の向上を図ることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、被検体の体腔内に探触子を挿入して体腔内から超音波走査を行なう際
に、被検体内の超音波走査位置及び超音波断層像からは得られない多面的な情報を術者に
提供して診断能を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本実施形態の超音波診断装置の全体概略構成を示す図。
【図２】3次元ボリュームデータから超音波断層像と同一断面のリファレンス画像を抽出
する概念を示す図。
【図３】第1実施例により生成される進行方向リファレンス断層像の概念図。
【図４Ａ】第1実施例の表示態様を示すもの。
【図４Ｂ】第1実施例の表示態様を示すもの。
【図４Ｃ】第1実施例の表示態様を示すもの。
【図５】第2実施例の表示態様を示すもの。
【図６Ａ】第3実施例の表示態様を示すもの。
【図６Ｂ】第3実施例の表示態様を示すもの。
【図６Ｃ】第3実施例の表示態様を示すもの。
【図６Ｄ】第3実施例の表示態様を示すもの。
【図６Ｅ】第3実施例の表示態様を示すもの。
【図６Ｆ】第3実施例の表示態様を示すもの。
【図７Ａ】第4実施例の表示態様を示すもの。
【図７Ｂ】第4実施例の表示態様を示すもの。
【図７Ｃ】第4実施例の表示態様を示すもの。
【図８Ａ】第5実施例の表示態様を示すもの。
【図８Ｂ】第5実施例の表示態様を示すもの。
【図８Ｃ】第5実施例の表示態様を示すもの。
【図９】モニタの表示領域及び操作ボタンの例を示す図。
【図１０Ａ】モニタの表示の1例を示す図。
【図１０Ｂ】モニタの表示の1例を示す図。
【図１０Ｃ】モニタの表示の1例を示す図。
【図１０Ｄ】モニタの表示の1例を示す図。
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【図１１】モニタの表示の1例を示す図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明を適用してなる超音波診断装置の実施形態を説明する。なお、以下の説明
では、同一機能部品については同一符号を付して重複説明を省略する。
【００１５】
　図1は、本実施形態の超音波診断装置の全体概略構成を示す図である。超音波診断装置4
0は、超音波診断装置本体1と超音波内視鏡2を有して構成されている。
【００１６】
　超音波内視鏡2は、被検体の体腔内に挿入されて体腔内でラジアル方向に超音波を送受
信するものである。なお、本実施形態では超音波内視鏡を例に挙げているが、被検体の体
腔内に挿入されて体腔内で超音波を送受信するものであれば例えば経食道プローブなどの
探触子などを適宜用いることができる。また、本実施形態の超音波内視鏡2はラジアルス
キャン(電子、メカニカル)タイプであるが、これに限らずコンベックスタイプ、リニアタ
イプを用いてもよい。
【００１７】
　超音波内視鏡2には、超音波内視鏡2の位置及び姿勢を検出するのに用いる磁気センサ等
の位置センサ4が、固定部である位置センサ固定機構3によって固定されている。また、被
検体を含む座標系に磁界等のソースを発生させるソース発生源5が、例えば被検体の横た
わるベッドの傍ら等に設置されており、位置センサ4とソース発生源5により超音波内視鏡
2の位置及び姿勢を検出するようになっている。
【００１８】
　一方、超音波診断装置本体1は、超音波断層像を生成する系統とリファレンス断層像を
生成する系統に分けられる。超音波画像を生成する系統は、超音波内視鏡2により計測さ
れた超音波の反射エコー信号に基づいて超音波断層像を生成する超音波画像生成部8と、
生成された超音波断層像の複数フレーム分を記憶するシネメモリ9などを備えて構成され
ている。
【００１９】
　リファレンス画像を生成する系統は、X線CT装置やMRI装置や超音波診断装置等の医療用
画像診断装置6により取得される被検体のリファレンス3次元ボリュームデータを記憶する
ボリューム画像データ記憶部7と、超音波内視鏡2に固定された位置センサ4及びソース発
生源5の出力信号に基づいて超音波内視鏡2の位置及び姿勢を検出し、これに基づいて超音
波内視鏡2の超音波断層面などを算出するスキャン面取得部14と、スキャン面取得部14で
算出された超音波断層面などに基づきボリューム画像データ記憶部7のリファレンス3次元
ボリュームデータから超音波断層像と同一断層面の同一断面リファレンス断層像(第2のリ
ファレンス断層像)や探触子進行方向リファレンス断層像(第1のリファレンス断層像)を生
成するリファレンス画像生成部10を備えている。
【００２０】
　さらに、3次元可視化像を生成する3Dボディマーク生成部11と、シネメモリ9に格納され
た超音波断層像及びリファレンス画像生成部10で生成されたリファレンス断層像を対応づ
ける画像処理部12と、画像処理部12で対応づけられた超音波断層像とリファレンス断層像
を表示する表示部であるモニタ13などを備えて構成されている。
【００２１】
　なお、超音波診断装置本体1は、X線CT装置やMRI装置で撮像した被検体のリファレンス3
次元ボリュームデータや別の超音波診断装置で撮像したUS3Dボリュームデータ等を容易に
入力できる機構を具備しており、ボリュームデータが超音波診断装置本体1に入力される
とボリュームデータは装置内のボリューム画像データ記憶部7に保存される。
【００２２】
　もちろん、図示していない入出力インターフェイスを介して、直接、超音波診断装置本
体1をX線CT装置やMRI装置、別の超音波診断装置に接続し、ボリュームデータを受け取り
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、超音波診断装置内のボリューム画像データ記憶部7に保存しても構わない。また、ネッ
トワーク経由又はUSBメモリ等の持ち運び可能な記録媒体を経由してボリュームデータを
超音波診断装置内のボリューム画像データ記憶部7に保存することも可能である。以下、
超音波診断装置本体1の各構成要素について説明する。
【００２３】
　リファレンス画像生成部10は、スキャン面取得部14で処理した位置情報に対応する被検
体の画像データをボリューム画像データ記憶部7より抽出し、リファレンス断層像を生成
する。生成されたリファレンス断層像は、画像処理部12で超音波診断装置上のモニタ13に
表示するために処理が行われ、超音波診断装置上のモニタ13に表示される。
【００２４】
　図2は、3次元ボリュームデータから超音波断層像と同一断面のリファレンス画像を抽出
する概念を示すものである。3次元ボリュームデータは複数枚の画像データからなるデー
タであり、この3次元ボリュームデータから超音波断層像と同一断面(例えばABCD面)の画
像データが抽出される。また、リファレンス画像生成部10は、超音波画像生成部8で生成
された超音波断層像の拡大率(倍率)に応じて、リファレンス像を拡大・縮小し、超音波断
層像と同一倍率で表示する機能を有している。例えば図2はリファレンス画像のABCD面の
うち注目する領域(ABCD面)のみを拡大して表示する概念を示したものである。
【００２５】
　さらに、図2に示すように、超音波内視鏡2より得られた超音波断層像の視野に応じて視
野外領域を抽出し、その領域に対応するリファレンス断層像(超音波断層像と同一断層面
の同一断面リファレンス断層像15)の輝度を低下させる機能を有している。このような機
能により、超音波断層像とリファレンス断層像の対応関係が明確になり、術者は、両断層
像の対応関係を容易に把握することができる。
【００２６】
　また、リファレンス画像生成部10は、超音波内視鏡2の動きに応じて、リファレンス断
層像の画像サイズ及びフレームレートを変更することでリファレン断層画像の再構成の速
度を変更することが可能である。つまり、超音波内視鏡の動きが速い場合、画質よりもフ
レームレートを優先し、リファレンス断層像を高速に描画する。逆に超音波内視鏡の動き
の速度が遅い場合は、フレームレートより画質を優先し、リファレンス画像を再構成して
描画する。これによって、超音波内視鏡2の動きに超音波断層像が追従し、リファレンス
断層像を描画することが可能となる。
【００２７】
　3Dボディマーク生成部11は、リファレンス3次元ボリュームデータを用いて、撮像され
ている領域の3次元可視化像を描画する機能を有している。また、スキャン面取得部14で
超音波内視鏡2が走査した部分の位置等を算出して、算出結果に基づいて得られたスキャ
ン面を半透明カラーで表示し、重ね合わせる機能を有している。
【００２８】
　これによって、術者は被検体と超音波内視鏡2のスキャン面の位置関係を3次元的に把握
することができる。なお、上述の3次元可視化処理は、例えば、ボリュームレンダリング
やサーフェスレンダリング等の周知の方法を適用できる。
【００２９】
　画像処理部12は、リファレンス画像生成部10で生成したリファレンス断層像と超音波画
像生成部8で生成した超音波断層像に対して、超音波診断装置上のモニタ13に表示させる
ための処理を行う。例えば、超音波断層像とリファレンス断層像を並べて表示してもよい
し、リファレンス断層像を半透明化し、超音波画像に重ね合わせてもよい。重ね合わせた
場合、1つの画像で超音波断層像とリファレンス断層像との比較が容易にできる。その他
、シネメモリ9、リファレンス画像生成部10、3Dボディマーク生成部11で生成される画像
を適宜合成して表示させることができる。
【００３０】
　次に、本実施形態の超音波診断装置において、超音波内視鏡2で撮像される超音波断層
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像のスキャン面の位置を検出する態様について説明する。超音波断層面は、図1に示すよ
うに超音波内視鏡2内に固定された磁気センサ等の位置センサ4と、例えば被検体の横たわ
るベッド等の傍ら等に設置され被検体を含む座標系に磁界等のソースを発生させるソース
発生源5と、超音波診断装置本体1に設けられたスキャン面取得部14などで実現される。
【００３１】
　位置センサ4及びソース発生源5は電気的にスキャン面取得部14と接続されている。スキ
ャン面取得部14は、スキャン面座標記憶部14Aとスキャン面座標算出部14Bとを有しており
、位置センサ4及びソース発生源5により得られた超音波内視鏡2の位置・傾斜角度等の位
置情報を取得し、超音波内視鏡2の3次元的な位置及び傾斜角等を演算し、超音波内視鏡の
スキャン面を算出する。算出されたスキャン断面は画像処理部12で処理され、超音波画像
生成部8で生成された超音波画像に対応づけられる。
【００３２】
　なお、位置検出の例として磁界による位置検出を例示したが、これに限定されるもので
はなく、使用可能であれば、種々の公知の位置検出方法を用いることが可能である。
【００３３】
　上述の各処理によって、超音波診断装置本体1は、超音波内視鏡2で得られた超音波断層
像に対応する同一の断面、倍率及び視野となるリファレンス断層像を生成することができ
、そして合成画像を生成することができる。そして、この合成画像と3Dボディマークが超
音波診断装置上の同一モニタ13に表示される。したがって、術者は、超音波断層像とリフ
ァレンス断層像の対応関係を容易に把握することが可能であり、それらの画像を対比する
ことによって、被検体に対して効果的に総合的な診断が可能となる。
【００３４】
　なお、以上の画像処理工程については、特許文献1に示されており、本超音波診断装置
においても、同様の画像処理を用いて消化管領域等での超音波診断における超音波断層像
及びリファレンス断層像の表示を行うことができる。
【００３５】
　本実施形態の超音波診断装置は、このような従来技術に加えて、超音波断層像やこれと
同一断面のリファレンス画像、その他従来の3次元ボディマークからは得られない多面的
な情報を術者に提供して診断能を向上させるものである。以下、本実施形態の超音波診断
装置の特徴部について具体的な実施例を用いて説明する。
【実施例１】
【００３６】
　本実施例は、リファレンス画像生成部10によりリファレンス3次元ボリュームデータか
ら超音波内視鏡2の進行方向を含んで平行する断層面の断層像を生成するとともにこの断
層像上に超音波走査位置を示す走査位置マークを重ねて進行方向リファレンス断層像を生
成するものである。言い換えれば、リファレンス3次元ボリュームデータから超音波内視
鏡2の中心軸を通り、ラジアルスキャン面に対し直交する画像を抽出して生成するもので
ある。
【００３７】
　図3は本実施例により生成される進行方向リファレンス断層像の概念図である。進行方
向リファレンス断層像16(ghij面)には、挿入中の超音波内視鏡2を現すイラスト17及び超
音波走査位置を示す走査位置マーク18(同一断面リファレンス断層像15の位置を示す直線E
F)が表示される。
【００３８】
　例えば図4Aに示すように、同一断面リファレンス断層像15と進行方向リファレンス断層
像16とを組み合わせて表示することにより、超音波内視鏡2の進行方向(挿入方向)からみ
た被検体の断層面のみならず、これとは異なる角度から被検体の情報を術者に提供するこ
とができる。
【００３９】
　また、図4B、図4Cに示すように、超音波内視鏡2を内視鏡の中心軸上で回転させると、
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その回転に伴い同一断面リファレンス断層像15と進行方向リファレンス断層像16とが更新
されるようにすることができる。これによれば、超音波内視鏡2を回転させながら例えば
腫瘍などの観察したい部位を両画像で確認することができるので腫瘍の位置がより明確と
なり、腫瘍を捕捉しやすくなる。
【実施例２】
【００４０】
　本実施例は、進行方向リファレンス断層像16を生成する点は第1実施例と同様であるが
、この進行方向リファレンス断層像16と超音波断層像とを組み合わせて表示するものであ
る。
【００４１】
　図5に示すように、超音波内視鏡2で得られた超音波断層像と進行方向リファレンス断層
像16とを対応づけて表示する。これにより、術者は、超音波断層像と超音波断層像が撮像
されている被検体内の位置を把握することができる。
【００４２】
　また、進行方向リファレンス断層像16はリファレンス3次元ボリュームデータから切り
出した断層面の画像であるため、例えば観察したい腫瘍などの有用な情報を超音波断層像
とは異なる角度から術者に提供することができ、その結果診断能の向上を図ることができ
る。
【００４３】
　また、本実施例によれば表示中の超音波断層像に対し、進行方向リファレンス断層像16
が内視鏡の進行方向に対し、先行して表示されることになるので、被検体の体腔内での内
視鏡の進行方向が把握でき、術者にとっては超音波内視鏡の抜差しが容易となり、被検体
にとっては超音波内視鏡の抜差しで体腔内を傷つけるリスクを低減することができる。
【００４４】
　その他、超音波内視鏡2で得られた超音波断層像と、同一断面リファレンス断層像15と
、進行方向リファレンス断層像16とを対応づけて同時に表示させてもよい。また、この他
にも体腔内に視点を設け、あたかも超音波内視鏡2から見えるような仮想光学像をリファ
レンス3次元ボリュームデータから作成し、それを表示させてもよい。
【実施例３】
【００４５】
　本実施例は、被検体のリファレンス3次元ボリュームデータに基づいて3次元ボディマー
クを生成するとともに、この3次元ボディマークを超音波内視鏡2の進行方向に平行し進行
方向を含む断層面で切断し、切断した3次元ボディマーク上に超音波走査位置を示す走査
位置マークを重ねてハーフボディマークを生成するものである。
【００４６】
　図6Aは、ハーフボディマークを生成する概念を示す図であって、3次元ボディマーク19
及び超音波走査面22(ABCD面)の概念図である。図6Bは3次元ボディマーク19を超音波内視
鏡2の進行方向を通る断層面で切断する概念図である。このように切断してボディマーク
を2つに分割することにより、図6Cに示すように、例えばAD線を含むほうの一方のハーフ
ボディマーク20が生成される。この場合、BC線を含むほうの他方のハーフボディマークは
、輪郭部分を点線などで表示してもよいし、全く表示させないようにすることもできる。
【００４７】
　ハーフボディマーク20はサーフェスレンダリングではなく、ボリュームレンダリングで
構築される。ハーフボディマーク20は拡大・縮小表示を可能としても良い。例えば図6Dに
示すハーフボディマーク21はハーフボディマーク20内の腫瘍がある領域を拡大表示したも
のである。
【００４８】
　これらのハーフボディマーク20、21には、また、超音波内視鏡2を示すイラスト23を生
成し、ボディマーク20、21上に表示させてもよい。図6Eは、超音波内視鏡2を示すイラス
ト23を重ねて生成されたハーフボディマーク24を示す図である。
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【００４９】
　超音波内視鏡2を動かすと、これに追従して超音波走査面22及び超音波内視鏡2を示すイ
ラスト23の表示を移動させることができる。図6Fは、例えば、超音波内視鏡2の先端が体
腔内で進行方向に対し左側に向いた場合を示す図である。このような場合は図6Fのように
超音波走査面22及び超音波内視鏡2を示すイラスト23の表示が変化する。
【００５０】
　このようにして生成されたハーフボディマークは超音波断層像とともに表示される。本
実施例によれば、術者は超音波断層像が撮像されている被検体内の位置を把握することが
できる。また、ハーフボディマークには超音波断層像とは異なる角度から見た例えば観察
したい腫瘍などの有用な情報が含まれるため、これを表示することにより診断能の向上を
図ることができる。この他にも、ハーフボディマーク内に視点を設け、あたかも超音波内
視鏡2から見えるような仮想光学像を作成し、それを表示させることでも診断能の向上が
図れる。
【実施例４】
【００５１】
　本実施例は、第3実施例に加えて、他方のハーフボディマークを表示するものである。
すなわち、第3実施例は切断した一方のハーフボディマークを表示するものだが、一方の3
次元ボディマークと対をなす他方の3次元ボディマーク上に超音波走査位置を示す走査位
置マークを重ねて他方のハーフボディマークを生成して表示することができる。
【００５２】
　図7は、一方のボディマークと他方のボディマークを表示する例を示す図である。図7A
は3次元ボディマークを切断した状態を示す概念図である。図7BはAD線を含む一方のハー
フボディマークを示す図である。図7CはBC線を含む他方のハーフボディマークを示す図で
ある。図7Cに示すように、他方のハーフボディマーク25は、切断面が表に向くように裏返
して表示される。なお図7Cにおいて他方のハーフボディマーク25は上下方向にも反転して
表示されているが上下方向に関しては裏返さなくてもよい。これらのハーフボディマーク
は少なくとも超音波断層像とともに表示されるものである。
【００５３】
　このように、両方のボディマークの切断面が術者に見えるよう(切断面を表にして)表示
することにより、それぞれのボディマークに含まれる診断に有用な情報(例えば一方のハ
ーフボディマーク24に含まれる腫瘍1、及び他方のハーフボディマーク25に含まれる腫瘍2
など)を多面的に術者に提供することができる。
【実施例５】
【００５４】
　本実施例は、ハーフボディマーク上にリファレンス画像の表示断面の位置を示す平面(
以下、リファレンスカットプレーン26)と超音波内視鏡を示すイラスト23を重ねて表示す
るものである。
【００５５】
　具体的には、リファレンス画像上で直交断面表示を行う場合や超音波断層像と進行方向
リファレンス断層像16を表示させる場合、図8Aに示すようなリファレンスカットプレーン
26及び超音波画像の位置を示す超音波走査面22を、それぞれ色を変えて識別できるように
表示することができる(図8B)。このほかにも、図8Cのように他方のハーフボディマーク25
に、リファレンスカットプレーン26及び超音波画像の位置を示す超音波走査面22を、それ
ぞれ色を変えて識別できるように表示してもよい。
【００５６】
　また、使用している超音波内視鏡がバイプレーン対応超音波内視鏡である場合、リファ
レンスカットプレーン26が表示する断面も超音波画像で表示可能なので、その場合には、
リファレンスカットプレーン26の色を超音波画像の位置を示すスキャン面と同一にして表
示することも可能である。
【００５７】
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　以下、実施例1～5の各態様をモニタ13に表示する例を説明する。図9はモニタの表示領
域及び操作ボタンの例を示す図である。図9に示すように、モニタ13には各種の画像を表
示する表示領域1～4が設けられている。
【００５８】
　また、超音波装置上或いはモニタ上には、リファレンス画像表示ON/OFFボタン27と、押
す毎に進行方向リファレンス断層像16の表示/非表示を切り換えるリニア表示ON/OFF(リフ
ァレンス画像)ボタン28と、押す毎に同一断面リファレンス画像15、進行方向リファレン
ス断層像16によって構成されるリファレンス断層像上でのバイプレーン表示の表示/非表
示を切り換えるBi-Plane表示ON/OFF(リファレンス画像)ボタン29が設けられている。また
、ボディマークの表示切り換えボタン30と、ボディマークの拡大・縮小の切り替えを行な
うボタン31が設けられている。
【００５９】
　リファレンス画像表示ON/OFFボタン27が押されると、図10Aに示す画面が初期画面とし
て表示される。初期画面は、超音波断層像と、同一断面リファレンス断層像15と、一方の
ハーフボディマーク24とが表示されるものである。これにより、超音波断層像と同一断面
リファレンス断層像15とを対比しながら、かつ一方のハーフボディマーク24で被検体内の
超音波走査位置を確認することができる。
【００６０】
　また、リニア表示ON/OFFボタン28が押されると、図10Bに示す画面に表示を切り換えら
れる。この画面は、超音波断層像と、同一断面リファレンス断層像15と、進行方向リファ
レンス断層像16と、一方のハーフボディマーク24とが表示されるものである。これにより
、超音波断層像と同一断面リファレンス画像とを対比して診断等を行いながら、これらの
画像が撮像された被検体内位置及びこれらの画像とは異なる角度から見た断層面情報を把
握することができるのでより一層診断能を向上させることができる。
【００６１】
　また、超音波内視鏡2がラジアル方向に直交する方向にも超音波走査するBi-Plane対応
の探触子の場合には、Bi-Plane表示ON/OFFボタン29が押されると、図10Cに示す画面に表
示を切り替えられる。この画面は、ラジアル方向の超音波断層像と、ラジアル方向に直交
する方向の超音波断層像と、同一断面リファレンス断層像15と、進行方向リファレンス断
層像16と、一方のハーフボディマーク24とが表示されるものである。
【００６２】
　ラジアル方向の超音波断層像と同一断面リファレンス断層像15、及びラジアル方向に直
交する方向の超音波断層像と進行方向リファレンス断層像16は、それぞれ同一断面を表示
するものであるから、これらを対応させて観察することにより総合的な診断を図ることが
できる。
【００６３】
　また、図10A～図10Cの表示態様に限らず、例えば図10Dのような表示をすることもでき
る。すなわち、超音波断層像と、進行方向リファレンス断層像16と、一方のハーフボディ
マーク20とを表示してもよい。
【００６４】
　また、超音波断層像やリファレンス断層像の表示位置関係は図10A～図10Dに限られるも
のではない。つまり、超音波断層像やリファレンス断層像が表示領域1～4の任意の場所に
表示されるように設定することができる。
【００６５】
　図11は図10Aにおいて、ボディマーク表示切り換えボタン30を押した場合の表示画面を
示すものである。この場合、一方のハーフボディマーク24のみならず、他方のハーフボデ
ィマーク25もあわせて表示される。
【００６６】
　この場合において、画像生成部を用いて、位置検出器の出力に基づき記憶部のリファレ
ンス3次元ボリュームデータから超音波断層像と同一断層面の第2のリファレンス断層像を
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生成し、超音波断層像、第1のリファレンス断層像、及び第2のリファレンス断層像を表示
させるのが好ましい。
【００６７】
　これによれば、超音波断層像と第2のリファレンス断層像とを対比して診断等を行いな
がら、これらの画像が撮像された被検体内位置及びこれらの画像とは異なる角度から見た
断層面情報を把握することができるのでより一層診断能を向上させることができる。
【００６８】
　また、超音波探触子がラジアル方向に直交する方向にも超音波走査するバイプレーン超
音波探触子である場合は、ラジアル方向の超音波断層像、ラジアル方向に直交する方向の
超音波断層像、第1のリファレンス断層像、及び第2のリファレンス断層像を表示すること
によって、より一層多面的な情報を術者に提供することができる。
また、上記課題を解決する本発明の異なる態様の超音波診断装置は、画像撮像装置で取得
　すなわち、従来技術においてもリファレンス3次元ボリュームデータに基づいて3次元ボ
ディマークを生成することは知られているが、本態様では、3次元ボディマークを超音波
探触子の進行方向を含むように平行する断層面で切断してこの断層面上の情報を提示する
とともに、これに超音波走査位置を示す走査位置マークを重ねてハーフボディマークを生
成するものである。ハーフボディマークを超音波断層像とともに表示することにより、術
者は超音波断層像が撮像されている被検体内の位置を把握することができる。また、ハー
フボディマークには超音波断層像とは異なる角度から見た例えば観察したい腫瘍などの有
用な情報が含まれるため、これを表示することにより診断能の向上を図ることができる。
【００６９】
　この場合において、画像生成部は、一方の3次元ボディマークと対をなす他方の3次元ボ
ディマーク上に超音波走査位置を示す走査位置マークを重ねて他方のハーフボディマーク
を生成し、超音波断層像、一方のハーフボディマーク、及び他方のハーフボディマークを
表示することができる。つまり、3次元ボディマークを切断すると2つのハーフボディマー
クができるが、例えば両方の切断面を術者に見せるように表示することによりさらに多面
的な情報を提供することができる。
【００７０】
　本発明では、超音波断層像、第1のリファレンス断層像、及びハーフボディマークを表
示するようにしてもよい。
【００７１】
　また、図面を参照して、本発明に係る超音波診断装置等の好適ないくつかの実施例につ
いて説明したが、本発明はかかる例に限定されない。当業者であれば、本願で開示した技
術的思想の範疇内において、各種の変更例又は修正例に想到し得ることは明らかであり、
それらについても当然に本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【符号の説明】
【００７２】
　1　超音波診断装置本体、2　超音波内視鏡、4　位置センサ、5　ソース発生源、6　医
療用画像診断装置、7　ボリューム画像データ記憶部、8　超音波画像生成部、10　リファ
レンス画像生成部、11　3Dボディマーク生成部、12　画像処理部、13　モニタ、14　スキ
ャン面取得部、15　同一断面リファレンス断層像、16　進行方向リファレンス断層像、18
　走査位置マーク、19　3次元ボディマーク、20，21，24　一方のハーフボディマーク、2
5　他方のハーフボディマーク、40　超音波診断装置
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